
雫石町

子ども家庭

総合支援拠点

ひとりで悩まず

お気軽にご相談ください

私たちが一緒に考えます

どんなことを相談できるの？

• 誰かに話を聞いて欲しいとき

• 子どもの発達や生活習慣が心配

• 出産や育児に不安がある

• 子育てがうまくいかない、子育

てがしんどいとき

• 子どもを含んだ家族関係で心配

がある

• 子どもが学校へ行きたがらなく

なった

• 子どもが泣いてイライラしてし

まう、怒鳴ったり、叩いてし

まった

など

子育てに関する主な相談機関

• 雫石町健康子育て課

（子育て世代包括支援センター）

ＴＥＬ 019-692-2227

• 雫石町健康子育て課子ども子育
て支援室

ＴＥＬ 019-601-5428

• 地域子育て支援センター

（七ツ森保育園内）

ＴＥＬ 019-692-0722

• 雫石町教育委員会 学校教育課

ＴＥＬ 019-692-6412

• 児童相談所虐待対応ダイヤル

ＴＥＬ １８９（いちはやく）

雫石町健康子育て課
（子ども子育て支援室）

〒020-0542 雫石町万田渡74番地1
健康センター内

受付時間 平日8：30～17：15
（祝祭日、年末年始を除く）

ＴＥＬ：019-601-5428、019-692-2227
ＦＡＸ：019-692-0308

子どもや妊産婦等に関す
るさまざまな相談をお受
けします



子ども家庭総合支援拠点とは？

• 子ども（0歳～18歳まで）とそのご家庭、妊産婦さんの「困った」
「どうしたらいいのかわからない」「不安」を解決できるよう、専
門の相談員（保健師、社会福祉士など）が一緒に考えます。必要に
応じて他機関とも連携しながら、制度の情報提供や必要な支援を行
います。

• お子さんの健やかな発達を見守り、自立を支援します。

• また、子育て世代包括支援センター（健康センター内）と連携して、
妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を目指しています。

• 児童虐待の予防・早期発見のために子どもの視点に立って対応しま
す。「子どもの泣き声が長時間聞こえている」「夜間に子どもが1人
で家の外で遊んでいる」など、「これは児童虐待かも…」と思った
時には迷わずご相談ください。

子育て支援情報はこちらをチェック

誰が相談できるの？

どなたでもご相談できます。保護
者はもちろん、子どもや妊産婦さ
ん、地域の方からのお話もお聞き
します。

相談の方法は？

電話、来所、家庭訪問などで相談
に応じます。相談料は無料です。
秘密は厳守します。

受付時間：平日8：30～17：15

（祝祭日・年末年始を除く）

お気軽にご相談ください。
しずくいし

子育て支援ガイドブック
（デジタル版）

ＱＲコード

子育て世代
包括支援センターとは？

こちらを
チェック！

ＱＲコード


